
医療法人社団悠愛会 悠愛病院 

届出医療について 

当院では、下記のものを実施するにあたり厚生労働大臣が定める施設基準に

適合している旨を九州厚生局長に届出している保険医療機関です。 

 

 基本診療料  届出年月日 

◆療養病棟入院料 1 平成 28年 10月 1日 

◆療養病棟療養環境改善加算 1 平成 24年 10月 1日 

◆診療録管理体制加算 3 令和 3年 11月 1日 

◆データ提出加算 1及び 3 令和 4年 1月 1日 

◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 令和 6年 6月 1日 

◆入院ベースアップ評価料 15 令和 6年 6月 1日 

 特掲診療料   

◆脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 平成 20年 4月 1日 

(・初期加算 平成 24年 4月 1日) 

◆運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 平成 20年 11月 1日 

(・初期加算 平成 24年 4月 1日) 

◆がん治療連携指導料 平成 23年 5月 1日 

 入院時食事療養費・入院時生活療養費等   

◆入院時食事療養(Ⅰ)/入院時生活療養(Ⅰ) 昭和 63年 6月 1日 

  

令和 6年 6月 1日現在 


